
 

 

 

 

 

 

助成金名 概要 助成内容 問合せ先 

中小企業雇用安定化奨励金 

中小企業事業主が、 

①有期契約労働者を対象とした正社員転

換制度、 

②フルタイム有期契約労働者を対象とした

正社員と共通の処遇制度、 

③フルタイム有期契約労働者を対象とした

教育訓練制度 

を導入し、制度の対象者が出た場合に、一

定額を助成（なお、②及び③については、

21 年度から実施） 

【正社員転換制度を導入した場合】 

・ 制度を導入し、実際に１人以上転換した場合、１事業主当たり 35 万円 

・ さらに制度を導入してから３年以内に３人以上（母子家庭の母等を含む場合は

２人以上）転換した場合 １人当たり10万円（母子家庭の母等は15万円）（最大

10 人まで） 

 

【正社員と共通の処遇制度を導入した場合】 

・ 制度を導入し、実際に１人以上適用した場合 １事業主当たり 50 万円 

 

【正社員と共通の教育訓練制度を導入した場合】 

・ 制度を導入し、実際にフルタイム有期契約労働者のうち３割以上の者に対し

実施した場合 １事業主当たり 35 万円 

都道府県労働局 

ハローワーク 

短時間労働者均衡待遇推進等助成

金 

事業主が、正社員と共通の評価・資格制度

や正社員への転換制度等、短時間労働者

と正社員との均衡待遇に向けた制度を設

け、制度の対象者が出た場合に、一定額を

助成 

【正社員と共通の評価・資格制度を導入した場合】 

50 万円 （中小企業事業主には 10 万円増額） 

【正社員への転換制度等を導入した場合】 

30 万円 （中小企業事業主には 10 万円増額） 

（財）21 世紀職業

財団地方事務所 

 

（注）各助成金には、それぞれ受給するための要件があります。また、受給できる金額には、上限がある場合があります。詳しくは、上記の各問合

せ先にご確認ください。 

有期契約労働者に関する主な雇用・労働関係助成金 

労働者の雇用管理改善を行う場合の支援 

（H21.3) 
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中小企業雇用安定化奨励金の概要

１ 制度趣旨
中小企業雇用安定化奨励金は、中小企業事業主が有期契約労働者（期間の

定めのある労働者）の雇用管理の改善を図るため、労働協約又は就業規則に
より、有期契約労働者を対象とした①正社員転換制度、②共通の処遇制度、
③共通の教育訓練制度を導入した場合に奨励金を支給することにより、有期
契約労働者の雇用の安定化を奨励するものである。

２ 概 要
(1) 対象事業主

① 中小企業事業主であること
② 雇用保険の適用事業主であること 等

（2）支給額
① 正社員転換制度奨励金

イ 転換制度導入事業主
新たに転換制度を導入し、かつ、当該制度を利用して、直接雇用す

る有期契約労働者を１人以上転換させた場合
→１事業主あたり35万円を支給

ロ 転換促進事業主
転換制度を導入した日から３年以内に、直接雇用する有期契約労働

者を３人以上(母子家庭の母等を含む場合は２人以上)転換させた場合
→１人当たり10万円(母子家庭の母等は15万円)を10人まで支給

② 共通処遇制度奨励金
新たに通常の労働者と共通の処遇制度(職務又は職能の評価・資格制

度に基づくものであること。)を導入し、かつ、制度導入から２年以内
に当該制度を利用して、直接雇用するフルタイム有期契約労働者に対
し１人以上適用させた場合
→１事業主あたり50万円を支給

③ 共通教育訓練制度奨励金
新たに通常の労働者と共通の教育訓練制度（Off-JTに限る ）を導。

入し、かつ、制度導入から２年以内に当該制度を利用して、直接雇用
するフルタイム有期契約労働者のうち３割以上の者について１人当た
り10時間以上の教育訓練を実施した場合
→１事業主あたり35万円を支給

(3) 支給機関
都道府県労働局
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